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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 
国名：ベトナム社会主義共和国 案件名： 

北西部水源地域における持続可能な森林管プロジェ
クト 

分野：自然環境保全 援助形態：技術協力プロジェクト 
所管部署：地球環境部 森林・自
然環境グループ 森林・自然環境
保全第一課 

協力金額（評価時点）： 6.27 億円 

協力期間 （R/D）： 
2010 年 5 月 28 日 
 
2010 年 8 月 15 日～ 
2015 年 8 月 14 日 
（5 年間） 

先方関係機関： 
ディエンビエン省農業農村開発局（DARD）、農業農
村開発省（MARD） 
日本側協力機関：農林水産省 林野庁 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 
ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の森林は、「500 万 ha 国家造林

計画（661 プログラム）」（1998 年）、「森林開発戦略（2001 年～2010 年）」（2001 年）、「ベ

トナム林業開発戦略（2006 年～2020 年）」（2007 年）などのベトナム政府による各種の施

策の結果、1995 年には 28％まで低下した森林被覆率を 2008 年時点で 39.6％にまで回復

させている。しかしながら、ディエンビエンを含む 4 省からなる北西部地域の森林は、

貧困率の高さに起因する薪炭材の採取、焼畑や森林の農地転用などから、その劣化が依

然として激しいため、対策が急務となっている。 
この状況に対し、技術協力プロジェクト「ベトナム北部荒廃流域天然林回復計画

（RENFODA）」（2003 年～2008 年）は、天然林回復の適正な技術体系を整備することを

目的として、ホアビン省において活動を実施し、現場で活用可能な農林畜産業技術の開

発（研究及びオンファームトライアル）等について成果を上げた。 
北西部の森林回復を現実のものとし、森林による水源涵養機能の発揮を図るためには、

①RENFODA の成果としてのオンファームトライアルの発展的活用・非木材林産物

（NTFP）の導入を通じた農民の生計向上により森林減少の抑制を図ること、②分与され

た森林をコミュニティ林として管理すること、③上記の活動の主体となる北西部各省の

農業農村開発局や林業関連組織の実施能力を強化すること、④将来の普及展開戦略を策

定することが必要である。 
 以上の背景から、カウンターパート（C/P）機関である MARD 森林総局（VNFOREST）
はわが国に対し、北西部の持続可能な森林保全に係る技術協力を要請した。国際協力機

構（JICA）は、2009 年 10 月に詳細計画策定調査を実施し、協力内容について合意に至

った。右合意を踏まえ、2010 年 5 月 28 日、先方政府との間で討議議事録（R/D）の署名・

交換が行われ、2010 年 8 月から「北西部水源地域における持続可能な森林管理プロジェ

クト（ Project for Sustainable Forest Management in the Northwest Watershed Ares：
SUSFORM-NOW）」（以下「SUSFORM-NOW」）を開始した。 
 今般、プロジェクト開始後、2 年 5 カ月が経過した中間段階にあることから、中間レビ

ューを実施することとなった。 
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１－２ 協力内容 
（1） 上位目標 

ディエンビエン省内のパイロットサイトに類似した条件地において、参加型による

森林管理と住民の生計向上の両立が進む。 
（2） プロジェクト目標 

他地域に適用可能なアプローチにより、パイロットサイトにおいて、参加型による

森林管理と住民の生計向上が両立する。 
（3） アウトプット 

1） 土地利用計画と生計向上計画が両立するアプローチが検証される。 
2） 実施機関（中核機関、支援機関）の、パイロット活動を推進するために必要な技

術・制度的キャパシティが向上する。 
3） ディエンビエン省において、パイロット活動における成果の省内普及戦略が採用

される。 
（4） 投入 
日本側： 
長期派遣専門家：3 名 
短期派遣専門家：5 名 
業務実施契約：生計向上コンポーネント
（LDC）8,088 万円 
研修員受入：29 名 

機材：700 万円（17 億 8,200 万ドン） 
ローカルコスト：5,800 万円（146 億 3,000
万ドン） 

ベトナム側： 
C/P：30 名 
施設・設備：事務スペース（2 部屋）、光

熱費・電話料金等 

ローカルコスト：2,300 万円（5 億 9,300
万ドン） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側： 
氏名 担当 所属 

宮薗浩樹 総括 JICA 国際協力専門員 

志摩 克 REDD+政策・制
度 

林野庁 森林整備部 計画課 海外林
業協力室 海外指導班 課長補佐 

阿部真士 参加型森林管理
／REDD+現地活
動計画 

JICA 地球環境部 森林・自然環境保
全第一課 特別嘱託 

山本健一朗 調査企画 JICA 地球環境部 森林・自然環境保
全第一課 職員 

福山 誠 評価分析 A&M コンサルタント有限会社 シニ
ア・コンサルタント 

ベトナム側： 
氏名 担当 所属 

Mr. Lo Quang Chieu ベトナム側レビ

ューチーム 総括

ディエンビエン省 DARD 副局長 

Ms. Hoang Thi 
Dung 

同上 メンバー ディエンビエン省 DARD 計画課 専
門官 

Mr. Nguyen Van 
Thang 

同上 メンバー ディエンビエン職業訓練学校 農
業・林業部 部長 
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調査期間 2013 年 1 月 16 日～2 月 5 日 評価種類：中間レビュー 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（１）アウトプット 
アウトプット 1 

アウトプット 1 に係る活動の最も顕著な成果としては、7 つのパイロットサイト内

の 15 村落における森林管理及び生計向上の両計画の策定である。指標 1-2 に関連する

活動はまだ開始されていない。指標 1-3 については、活動は開始されたが成果は発現

していない段階である。したがって、アウトプット 1 全体の達成状況は、「比較的高い」

と判断されるのが適切である。 
 

アウトプット 2 
C/P を含めた実施機関職員の能力向上は、ある程度達成されたと判断される。質問

票の中の設問に対しても、すべての回答者が、実施機関の技術・制度的能力が高いレ

ベルで向上したと回答した。この結果は、C/P がトレーニングプログラム及びオンザ

ジョブ・トレーニング（OJT）について高く評価していることを示唆するものである。

一方、「パイロット活動実施のための実施プロセスマニュアル（Implementation Process 
Manual for the Pilot Activity Implementation）」がアウトプット 2 に係る活動として、越

語及び英語にて策定された。したがって、アウトプット 2 の全体的な達成状況は「比

較的高い」と判断される。 
 

アウトプット 3 
指標 3-1 については、技術ガイドラインが、最終的に「パイロット活動実施のため

の実施プロセスマニュアル」の一部として編纂されたことから、その達成度は「高い」

とみなされる。一方、指標 3-2 に係る活動は、今後のディエンビエン REDD+パイロッ

トプロジェクトとの統合により、プロジェクトの枠組みが変更されるため取り消しと

なった。よって、現時点でのアウトプット 3 の全体的な達成状況は「高い」と判断す

るのが妥当である。 
 
（２）プロジェクト目標の実績 

ほぼすべての林業関連活動が森林管理計画（FMP）に沿って実施されていること、

また生計向上活動により現金収入の創出も始まったことが確認された。本プロジェク

トは 5 年間の協力期間の中途にあるが、上記のプロジェクト目標に対する 2 つの指標

の達成状況、並びに 3 つの期待されるアウトプットの達成状況から、活動のアプロー

チ及び実施状況は適切であると判断される。したがって、プロジェクト目標の全体的

な達成状況は「比較的高い」と評価されるのが妥当である。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

妥当性は「高い」と判断される。本プロジェクトの内容は、ベトナムの国家開発政

策及びわが国のベトナムに対する政府開発援助（ODA）政策にも合致している。また、

政策的及び経済的な観点から、ターゲット・グループのニーズにも適切に対応したも
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のとなっている。 
（２）有効性 

有効性は「比較的高い」と考えられる。プロジェクト目標は、プロジェクト期間終

了までに高いレベルで達成されることが見込まれる。定期的な会合及びワークショッ

プが有効性を高めることに貢献している。「収入向上（生計向上）」分野の長期派遣専

門家の確保が困難であったことは、プロジェクト管理上の阻害要因となった。 
（３）効率性 

効率性は「比較的高い」と判断される。日本側からの投入は、「収入向上（生計向上）」

分野の長期派遣専門家の派遣以外は、ほぼ計画どおりに行われた。ベトナム側からの

投入は、C/P 予算の手当の遅れ及び支出額の不足が効率的な活動実施の妨げとなった。

一方、定例会議等の実施は、効率的なプロジェクトの管理に貢献する要因となった。

他の JICA プロジェクト及び機関との連携は効率性を向上させるものとして期待され

る。 
（４）インパクト 

インパクトは「比較的高い」。参加型による森林管理及び生計向上の普及にあたって

は、好ましい環境が整っているため、仮に必要な資金が確保されるならば、プロジェ

クト終了後 3 年から 5 年の間に上位目標は達成されると思われる。パイロット活動参

加者の意識の向上において、特に顕著な正のインパクトの発現がみられる。負のイン

パクトは確認されていない。 
（５）持続性 

持続性は「中庸」と判断される。政策的な持続性は、非常に高い。組織体制的な持

続性は、プロジェクトの終了に向けて高まると思われる。技術的側面からは、関係者

により習得された技術や知識が維持されると見込まれる。財政的には、地方政府等に

より資金が投入されることにより改善されることが望まれる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

（該当なし） 
（２）実施プロセスに関すること 

1) 活動モニタリングは、現場レベルでは主にレポーティング・システムにより行われ

ており、パイロットサイト内の村落から、コミューン、郡、省レベルへと報告を上

げる仕組みにより行われている。また別のモニタリングシステムとして、合同調整

委員会（JCC）会議以外に、月例ワーキング・グループ会合及び半年毎に行われる

進捗状況報告ワークショップが継続して行われおり、すべての C/P、JICA 専門家及

びプロジェクト・スタッフが参加し、プロジェクト活動の成果や実施プロセスとい

った全体的なモニタリングのための主要な機会ともなっている。 
2) 関連事務所間の意思疎通の仕組みについては、円滑化及び迅速化を図るため、2 つ

の郡事務所にスキャナーを供与することにより、改善がなされた。 
3) プロジェクトでは、これまでに報告書やマニュアルを含む多数の技術資料が作成さ

れてきており、すべてがハード及びソフト形式にて適切に整理・保管されている。
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）計画内容に関すること 

（該当なし） 
（２）実施プロセスに関すること 

1) 「収入向上（生計向上）」分野の長期派遣専門家の確保が予定とおりになされず、

活動工程の見直し及び活動実施プロセスの変更を迫られた。 
2) ベトナム側からの C/P 予算の支出の遅れ及び支出額の不足が、プロジェクト活動の

実施に負の影響を与えたことは否めない。 
 
３－５ 結論 

いくつかの阻害要因にもかかわらず、ほとんどすべての予定されていた活動がプロジ

ェクト・デザイン・マトリックス（PDM）及び活動計画（PO）に沿っておおむね順調に

実施されてきた。アウトプットの一部には、7 つのパイロットサイト内の 15 村落での FMP
及び生計向上計画の策定、実施機関職員の能力向上、「パイロット活動実施のための実施

プロセスマニュアル（Implementation Process Manual for the Pilot Activity Implementation）」
等、既に達成されたもの、あるいは達成されつつあるものもある。これらのアウトプッ

ト及び活動の結果として、パイロットサイト内での参加型森林管理が進み生計が向上し

つつあることが、今回の中間レビューの結果、明らかとなった。したがって、2015 年 8
月のプロジェクトの協力期間の終了までに、プロジェクト目標は達成されると判断され

る。 
一方、評価 5 項目による評価の観点からは、妥当性、有効性、効率性、インパクトの 4

項目については、「高い」、あるいは「比較的高い」という良好な結果が得られた。最も

低い評価となった「持続性」を担保するためには、特に関係機関のオーナーシップを高

めること、またベトナム側の予算措置を含めた出口戦略の検討を行うことが、プロジェ

クトにとって極めて重要である。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１ プロジェクトに対する提言 
（１）活動オプションの再考 

現在、プロジェクトにより、特に生計向上分野において多くの活動が支援されて

いる。しかしながら、活動のいくつかは、森林保護、あるいは持続的森林管理との

明確な連関がみられない。したがって、それぞれの活動の利点及び欠点を特定する

ために、すべての活動をいくつかの基準に基づいて整理することが重要である。こ

の措置は、追加パイロットサイトでの活動を選定することにも役立つこととなる。

（２）モニタリングシステムの改善 
本プロジェクトでは、これまでに活動やその他の事柄をモニタリングするための

いくつかのシステム、あるいは手法が用いられてきた。既述のとおり、モニタリン

グボランティアが、主にパイロット活動参加者の内発的発展を観察するために各パ

イロットサイトに配置されてきたが、このシステムは適切、あるいは効率的に機能

していないことが指摘されていることから、このやり方は中止し、別の手法の導入

を検討することが提言される。また、森林管理に係るモニタリングシステム、手法

も、特に林況の変化に関する定量的及び定性的なデータ、情報を収集できるよう再

考されることが望まれる。 
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（３）活動実施アプローチの改善 
現在の活動の計画策定及び実施のアプローチは、限られた数の地域住民に対して

集中的に支援を行い、森林管理及び生計向上モデルの開発を行うものである。次の

フェーズでは、プロジェクト活動をより多くの地域住民に普及するために、現行の

システムを更に効率的にするよう改良する必要がある。例えば、技術研修に参加す

る機会を、パイロットサイト内の希望するすべての地域住民に与えることが検討さ

れるべきである。 
（４）成功事例の収集・整理及び普及・啓もう 

多くのパイロットサイトにおいて、森林管理及び生計向上に係る優れた実践事例

として、例えば、森林保護に関する厳格な規則の制定、リボルビングファンドを活

用した豚の飼育により得られた資金の森林巡視への活用が確認されている。これら

の優れた実践事例及びプロジェクトによる正のインパクトを収集・整理し、また他

地域への普及のあり方について検討することが提言される。 
（５）技術資料の共有 

プロジェクトではこれまでに 121 もの技術資料が作成されてきた。これらの資料

を、種類、重要性、ニーズ別等に分類し、例えばウェブサイトを通じて他機関等と

共有することが検討されるべきである。 
（６）PDM の修正 

本プロジェクトは、ディエンビエン REDD+パイロットプロジェクトとの統合が予

定されていることから、PDM を修正することが必要である。 
 
３－６－２ 林業省に対する提言 

（１）C/P 予算の支出 
ベトナム側による C/P 予算の支出の遅れ及び不足が、プロジェクト活動に実施上、

負の影響を与えてきたことは否めない。更なる予算が、ディエンビエン省人民委員

会から DARD へ配分されることが提言される。 
（２）実施機関の関与及び意識の向上 

プロジェクト実施期間中、実施機関のプロジェクトへの関与の度合いは高まって

きたと評価される。しかし、重要な会議等への参加率が低位に留まるなど、まだ関

与の度合いが低いと思われる場合がある。したがって、プロジェクト運営・管理に

おける実施機関の役割を再考し、プロジェクト活動を更に促進し、また、高いレベ

ルの持続性を確保するためにオーナーシップを高める努力が求められる。一案とし

て、フルタイムの C/P 数名をプロジェクト・オフィスに配置することが推奨される。

（３）職務環境改善への支援 
職務環境を改善し、プロジェクト活動を更に支援するために、ベトナム側は、オ

フィスのスペースを増やし、DARD 内の会議室及び運転手を優先的に使用できるよ

う便宜を図ることが求められる。この措置により、特にディエンビエン REDD+パイ

ロットプロジェクトとの統合後に、プロジェクトがより多くの業務を遂行できる環

境作りに寄与すると期待される。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 

 
１－１ 調査背景 

１－１－１ プロジェクト実施背景（記載情報は案件要請時のもの） 
ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）政府は近年、1998 年に「500

万 ha 国家造林計画」（661 プログラム）、2001 年に「森林開発戦略（2001 年～2010 年）」

を作成し、各国援助機関の協力も得ながら、森林面積の増大、住民生活の向上等に取り

組んできた。また、援助機関の考えも積極的に取り入れつつ、上記戦略を改訂し、より

包括的かつ高度な内容の「森林開発戦略（2006 年～2020 年）」を策定し、森林の質・量

の回復に取り組んでいる。さらに、「661 プログラム」の一部見直し（2007 年 7 月）を

行い、非木材林産物（Non-Timber Forest Products：NTFP）1への特別な配慮をすることな

どの指針を定めている。これらをはじめとする各種の施策の結果、1995 年には 28％ま

で低下した森林被覆率を 2005 年時点で 37.8％にまで回復させている。しかしながら、

特に、ホアビン、ソンラ、ディエンビエン、ライチャウの 4 省からなる北西部地域の森

林は、かつては豊富な木材・特用林産物資源と高い水源涵養機能を有していたが、貧困

率の高さに起因する薪炭材の採取、焼畑や農地転用などから、森林劣化が依然として激

しく対策が急務である。 
このうちディエンビエン省では、森林計画上は保全林が林地の約 55%、生産林が約

40%を占め、保全と利用の両立を目指している。しかし実際には生産林、保全林、特別

利用林の 3区分それぞれの境界、ならびにこれら林地と農地などの境界が不明瞭であり、

更に林地の半分近くが荒廃（森林被覆が減退）した状況にある。また北西部地域は全体

的に他の地域に比べて各世帯への森林の分与が進んでいるものの、机上で進められた分

与と少数民族が伝統的に利用している現地の状況とが必ずしも対応していないことが、

森林所有・利用権の曖昧さを生んでおり、効果的な森林管理に多くの課題を抱えている。 
この状況に対し、技術協力プロジェクト「ベトナム北部荒廃流域天然林回復計画（The 

Project for Rehabilitation of Natural Forest in Degraded Watershed Area in the North of 
Vietnam：RENFODA）」（2003 年 10 月～2008 年 9 月）は、天然林回復の適正な技術体

系を整備することを目的として、ホアビン省において活動を実施し、現場で活用可能な

農林畜産業技術の開発（研究及びオンファームトライアル2）等について成果を上げて

きた。 
北西部の森林回復を現実のものとし、森林による水源涵養機能の発揮を図るためには、

（i）RENFODA の成果としてのオンファームトライアルの発展的活用・NTFP の導入を

                                            
1 バイオ燃料やキノコのような非木質林産物 
2 ①支援活動、②林業活動、③非林業活動からなり、ホアビン省の 5 コミューン、10 村（2007 年 5 月現在の総世

帯数 749 世帯）を対象に、オンファーム活動を通じて、森林再生と農民の生計向上との一体的な推進などの教訓が導

かれた。 
①支援活動：スタディツアー、研修・訓練（家畜飼育、湖面養殖、養蜂、養鶏、ヤマアラシ飼育、植栽研修、獣医師

研修、獣医薬・器具供与 
②林業活動：苗木生産、植栽、エンリッチメント植栽、補植 
③非林業活動：飼料栽培と家庭菜園、家畜の飼育、家畜の供与、リボルビングシステムの導入、家畜小屋、その他の

活動（拡声スピーカーの設置、村落図書、トイレの建設、水供給（水タンク、井戸、水供給パイプ）、機器・設備（製

粉機、散布機、トウモロコシ脱穀機、耕耘機、乾燥用コンクリート）、女性グループ向け小規模金融） 
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通じた農民の生計向上により森林破壊の抑制を図ること、（ⅱ）分与された森林をコミ

ュニティとして管理すること、（ⅲ）上記の活動の主体となる北西部各省の農業農村開

発局や保全林管理事務所の実施能力を強化すること、（ⅳ）将来の普及展開戦略を策定

することが必要である。 
以上の背景から、カウンターパート（Counterpart：C/P）機関であるベトナム農業・農

村開発省森林総局（Vietnam Administration of Forestry：VNFOREST）はわが国に対し、

北西部の持続可能な森林保全に係る技術協力を要請した。 
国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は 2009 年 10 月に詳細計

画策定調査を実施し、協力内容について合意に至った。右合意を踏まえ、2010 年 5 月

28 日、先方政府との間で討議議事録（Record of Discussion：R/D）の署名・交換を了し、

2010 年 8 月から「北西部水源地域における持続可能な森林管理プロジェクト（Project for 
Sustainable Forest Management in the Northwest Watershed Ares：SUSFORM-NOW）」（以下

「SUSFORM-NOW」と記す）を開始した。  
今般、プロジェクト開始後 2 年 5 カ月が経過した中間段階にあることから、中間レビ

ュー評価を実施した。 
 

１－１－２ 「ディエンビエン省 REDD+パイロットプロジェクト」の成果の

SUSFORM-NOW への統合 
技術協力プロジェクト「ディエンビエン省 REDD+パイロットプロジェクト」（以下、

「REDD+パイロットプロジェクト」と記す）は、ベトナムにおける「開発途上国におけ

る森林の減少及び劣化による排出の削減並びに森林保全，持続可能な森林経営及び森林

炭素蓄積量の増大（Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing countries：REDD＋）」への取り組みが進

むなか、国家レベルでの REDD＋準備と並行して「準国家（地方省）レベルでのパイロ

ット」を行い、そこで得られた知見を REDD＋政策・制度構築へと生かすことで将来的

な REDD+全国展開を目指す同国の方針を踏まえ、ディエンビエン省を実施地域として

2013 年 3 月より開始された。REDD+パイロットプロジェクトは 2013 年 9 月まで実施予

定であるが、SUSFORM-NOW の中間レビュー調査に合わせて REDD+パイロットプロジ

ェクトの成果を SUSFORM-NOW に統合する旨、ベトナム側と REDD+パイロットプロ

ジェクトの詳細計画策定調査時（2011 年 10 月）に協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）

で合意している。   
したがって、本調査では、SUSFORM-NOW のこれまでの投入実績・活動等を評価す

るとともに、REDD+パイロットプロジェクトの成果との統合のためのプロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）や活動計画（Plan of Operations：
PO）の修正をベトナム側と実施した。 
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図１ 各プロジェクトのスケジュール 

 
１－２ 調査目的 
(1) SUSFORM-NOW の投入実績・活動の進捗状況を確認するとともに、評価 5 項目等から

プロジェクトを再評価し、プロジェクトの促進・阻害要因や今後の課題等を分析・評

価する。評価結果は合同評価報告書に取りまとめ、合同調整委員会（Joint Cordinating 
Committee or Joint Coordination Committee：JCC）に報告を行う。 

(2) 評価結果を元に当初計画の見直しや運営体制の改善についてベトナム関係者と協議を

行った上で、REDD+パイロットプロジェクトの成果を統合することにより PDM や PO
の修正を行う。 

(3) 修正版 PDM、PO、その他特記事項について、ベトナム中央政府機関である VNFOREST
及びディエンビエン省人民委員会、ディエンビエン省農業農村開発局（Department of 
Agriculture and Rural Development：DARD）と M/M にて合意する。 
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１－３ 調査団構成 

１－３－１ JICA 側 
氏名 担当業務 所属・職位 期間 

宮薗 浩樹 総括 JICA 国際協力専門員 1 月 20 日 
～2 月 1 日 

志磨 克 REDD+政策・制

度 
林野庁 1 月 20 日 

～2 月 1 日 
阿部 真士 参加型森林管理

/REDD+現地活動

計画 

地球環境部 森林・自然環境保全第一

課 特別嘱託 
1 月 16 日 
～2 月 1 日 

山本 健一朗 調査企画 JICA 地球環境部 
森林・自然環境保全第一課 職員 

1 月 16 日 
～2 月 1 日 

福山 誠 評価分析 A＆M コンサルタント（有） 
シニア・コンサルタント 

1 月 16 日 
～2 月 5 日 

※このほか、JICA ベトナム事務所の江頭英二企画調査員が同行した。 
 
１－３－２ ベトナム側 

氏名 担当業務 所属・職位 
Mr. Lo Quang Chieu ベトナム側レビ

ューチーム  
総括 

ディエンビエン省 DARD 副局長 

Mrs. Hoang Thi Dung 同上 メンバー ディエンビエン省 DARD 計画課 専門官 

Mr. Nguyen Van Thang 同上 メンバー ディエンビエン職業訓練学校 農業・林業

部 部長 
 

－ 4 －



 

 
 

 
１－４ 調査期間 

調査期間は平成 25 年 1 月 26 日（日）から 2 月 5 日（金）までである。 
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第２章 中間レビューの方法 

 
２－１ 調査の流れ 

今回のレビューは、 『新 JICA 事業評価ガイドライン（第 1 版）』に準拠して行った。

また、評価の基になる PDM は、2010 年 11 月に修正された PDM バージョン 2.0 を使用し

た。 
調査に先立ち、プロジェクト関係文書（詳細計画策定調査報告書、技術協力プロジェク

ト実施運営総括表、投入実績表、専門家作成の自己評価表等を含む）のレビューを行い、

その結果に基づき、評価のデザインとしての評価グリッド（付属資料 1．合同評価報告書

（英文）Annex 5 参照）、また C/P を対象とした質問票を作成した。 
現地では、日本側及びベトナム側双方の合同中間レビュー調査団員は、過去のプロジェ

クト記録等の資料調査、プロジェクト関係者への面談（インタビュー）、また現地視察・

調査を行い、関連情報・データを収集した。これらの成果を基に、合同評価報告書案を英

文にて作成し、JCC 会議にて、主に C/P 及びプロジェクト関係者、並びに JICA 専門家を

含むプロジェクト・スタッフに対し報告書案を発表し、その後の討議を経て、同報告書を

完成させた。 
 
２－２ 調査項目 

２－２－１ プロジェクトの実績の確認 
R/D 及び PDM の計画に沿ってプロジェクトの投入、アウトプット、プロジェクト目

標が達成された度合いを検証する。 
 
２－２－２  実施プロセスの検証 

プロジェクトの実施過程全般を評価する視点であり、活動が計画どおり行われている

か、またプロジェクトのモニタリングやプロジェクト内の意思疎通が円滑に行われてい

るかなどについて検証する。また、実施プロセスに影響を与えた促進要因や阻害要因の

特定も行う。 
 
２－２－３ 評価項目ごとの分析 

(1) 妥当性（Relevance）：プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位

目標）が、受益者のニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、

相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは

妥当か、公的資金である政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）で

実施する必要があるかなどといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問

う視点。 
(2) 有効性（Effectiveness）：プロジェクトの実施により、受益者もしくは社会への便

益がもたらされているのか（あるいはもたらされるか）を問う視点。 
(3) 効率性（Efficiency）：主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有

効に活用されているかを問う視点。 
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(4) インパクト（Impact）：プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接

的効果や波及効果を見る視点。予期していなかった正・負の効果、影響を含む。 
(5) 持続性（Sustainability）：援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続

するかを問う視点。 
 

２－３ データ収集・分析手法 

本調査では、情報の偏りなどを減らし、調査の信頼性を高めるために、さまざまな情報

源から複数のデータ収集手法を用いて情報収集を行った。今回の調査では、定量的なデー

タとともに、定性的な情報の収集にも注力している。定量的なデータは既存の資料で既に

ある程度入手可能であるのに対し、定性的な情報、すなわち、プロジェクト実施に当たっ

ての貢献要因・阻害要因といった詳細な情報については、文献調査のみでは把握できない

ためである。したがって、インタビュー、観察、そして自由記述欄を多く設けた質問票調

査など、定性的な情報を引き出すための手法を中心に調査を行った。データ入手手法と情

報源については、表１に示すとおりである。 
 

表１ データ入手手段と情報源 

データ入手手段 情報源 
文献・資料調査 プロジェクト関連資料（報告書、マニュアル、自己評価表等を

含む） 
質問票調査 C/P 
面談（インタビュー） 日本人専門家、プロジェクト・ナショナル・コンサルタント等

（LDC コンポーネント）、C/P、パイロット活動参加住民 
観察、インタビュー  Phieng Ban パイロットサイト、ディエンビエン郡 

 Tia Ghenh C パイロットサイト、ディエンビエンドン郡 
 Ta Leng パイロットサイト、ディエンビエンフー市 

 
文献・資料調査は、主に現地調査前に国内で行い、プロジェクトのアウトプットと実施

プロセスを中心に確認した。また、現地調査開始前に C/P に対する質問票3をプロジェク

トへ送付し、ベトナム語への翻訳及び対象者への配布を依頼した。調査団の現地入り後、

日本人専門家、プロジェクト・ナショナル・コンサルタントなど（LDC コンポーネント）、

C/P に対して面談を行い、補足情報の収集を行った。なお、C/P に対する質問票は、面談

時に回収した。 
さらに、評価団は Phieng Ban、Tia Ghenh C、Ta Leng の 3 つのパイロットサイトにおい

て、参加住民による活動を視察する機会を得たほか、インタビューを行い、情報を収集し

た。収集したデータ／情報を、評価 5 項目ごとに分析し、その分析結果を、「第４章 評

価結果」に示した。 
 

                                            
3 C/P に対する質問票は、マネジメント・レベルとフィールド・レベルの 2 種類作成された。マネジメント・レベルは、

DARD 及び市／郡事務所に所属する職員であり、一方、フィールド・レベルは、区／コミューンに所属する職員（普

及員）である。 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 

 
３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側の投入 
（1） 専門家派遣 

「チーフアドバイザー／森林計画」及び「業務調整員」の 2 つのポストに計 3 名の

JICA 長期専門家が派遣された（付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 6 参照）。

初代「業務調整員」は、2012 年 4 月に約 2 年間の任期を終え、同年 3 月に現在の「業

務調整員」と交替した。また、プロジェクト開始当初、「収入向上（生計向上）」分野

の長期専門家派遣の計画もあったが、適切な人材を確保することができず実現しなか

った。プロジェクトでは、JICA 側とも相談の上、長期専門家に替えてシャトルタイプ

の短期専門家を投入することとしたが、結局これに対しても人材が確保できず、短期

専門家が 2011 年 7 月から約 2 カ月半にわたり、1 回限り派遣された。これは、プロジ

ェクト開始後、既に 11 カ月後のことであった。この業務は、2011 年 10 月より業務実

施契約にて生計向上コンポーネント（Livelihood Development Component：LDC）に引

き継がれ、現在に至っている。LDC の専門家の担当技術分野は、生計向上、市場開発、

アグロフォレストリー、山村生活改善、小規模農林水産加工、薪炭材節約（バイオガ

ス／改良竈など）などである。 
短期専門家については、これまでに前述の「収入向上（生計向上）」に加え、「ファ

シリテーションスキル（3 回）」「参与観察データの定性的分析」の 3 つの分野に派遣

が行われた。 
 

（2） 研修員受入 
 2010 年から 2013 年にかけて日本で実施された以下の 4 分野の研修コース（7 回実施）

に、計 29 名の実施機関の職員が参加した（ベトナム国 道の駅の地域振興機能強化、

②森林管理計画（Forest Management Plan：FMP）、③Integrated Agriculture and Rural 
Development through the Participation of Local Farmers、④Livelihood Development and Life 
improvement in Rural Area of Japan）〔付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 7
参照〕。 
 

（3） 機材供与 
これまでに車両、パーソナル・コンピュータ、プリンタ、デジタルカメラ、GPS 機

器、その他事務機器等 29 品目、総額 17 億 8,200 万ベトナムドン（700 万円）相当の機

材が供与された（付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 8 参照）。これらの機

材は適切に使用及び管理されていることが、調査団により確認された。 
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（4） 現地業務費の負担 
表２は、日本側により投入された現地業務費4を日本及びベトナムの予算年度別に整

理したものであり、総額は約 146 億 3,000 万ベトナムドン（5,800 万円）になる（費目

別の支出額は、付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 9 を参照のこと）。 
 

表２ 日本側によるプロジェクト予算負担額 

JFY 期間 （VND） （JPY）* 
2010 10 年 7 月-11 年 3 月 2,303,474,806 9,202,382 
2011 11 年 4 月-12 年 3 月 6,326,017,794 25,272,441 
2012 12 年 4 月-12 年 12 月** 5,999,797,809 23,969,192 
計   14,629,290,409 58,444,015 

 
VFY 期間 （VND） （JPY）* 
2010 7 月～12 月 561,545,340 2,243,374 
2011 1 月～12 月 5,935,631,947 23,712,850 
2012 1 月～12 月** 8,132,113,122 32,487,792 
計   14,629,290,409 58,444,016 

注：* 換算レート：VND 1 = JPY 0.003995 
** 2012 年 12 月 11 日時点の暫定値 

 
３－１－２ ベトナム側の投入 
（1） C/P の任命 

2012 年 12 月に C/P の任命に関する改定が行われ、それまでの 23 名から 30 名へと

増員が図られた。主な変更点は、それまで対象となっていなかった市／郡の人民委員

会の副委員長及び区／コミューンのスタッフが新たに C/P に任命されたことである。

30 名の内訳は、7 名が省レベル（DARD）、8 名がディエンビエンフー市、7 名がディ

エンビエン郡、8 名がディエンビエンドン郡を拠点にする地方自治体の職員である（付

属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 10 参照）。 
 

（2） ローカルコスト負担 
ベトナム側により投入されたローカルコスト（日本及びベトナムの予算年度別）は

表３に示されるとおりであり、総額は約 5 億 9,200 万ベトナムドン（230 万円）になる。

この額は、農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）／

ディエンビエン省人民委員会による拠出予定額（42 億 6,000 万ベトナムドン）の 14%
に留まっている状況である。また、ベトナム政府によるプロジェクト承認手続きの遅

れにより、最初の予算の配分は、プロジェクト開始後 1 年以上も経過してからのこと

であった。これらの事象は、プロジェクト活動の実施に対して負の影響を与えたと判

断される。 

                                            
4 プロジェクトの在外事業強化費及び LDC の業務実施契約の一般業務費を含むものである。 
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表３ ベトナム側によるプロジェクト予算負担額 

JFY 期間 （VND） （JPY）* 
2010 10 年 7 月-11 年 3 月 18,435,965 73,652 
2011 11 年 4 月-12 年 3 月 281,018,508 1,122,669 
2012 12 年 4 月-12 年 12 月** 293,246,990 1,171,522 
計   592,701,463 2,367,842 

VFY 期間 （VND） （JPY）* 
2010 7 月～12 月 16,910,228 67,556 
2011 1 月～12 月 212,487,635 848,888 
2012 1 月～12 月** 363,303,600 1,451,398 
計   592,701,463 2,367,842 

注：* 換算レート：VND 1 = JPY 0.003995 
 
（3） 施設・設備の提供 

R/D の「Annex V List of offices and facilities」によれば、①DARD 内のプロジェクト

事務所（家具付き）、②電気、水道、通信設備（電話、ファックス、電子メールサービ

ス含む）は、ベトナム側より提供されるものとなっている。この合意に基づき、ベト

ナム側は、DARD 内に 2 部屋を事務スペースとして提供し、また電気・水道・電話料

金及び事務所と車両の維持管理費の負担を行っている状況である。 
 

３－２ アウトプットの実績 

PDM には 3 つのアウトプットが明示されており、それぞれの実績については、以下に詳

述するとおりである。なお、各指標に係る達成状況は、「高い」「比較的高い」「中庸」「や

や低い」「低い」の 5 段階で評価することとした。 
 
３－２－１ アウトプット１の実績 

アウトプット 1「土地利用計画と生計向上計画が両立するアプローチが検証される」

は、以下の 3 つの指標によりその達成度が計られることとなっている。 
1-1. プロジェクト開始後 6 カ月目までに、当初のパイロットサイトにて、省の森林計画

に沿った土地利用計画と、生計向上計画がプロジェクト関係者及び住民の間で合意さ

れる。 
1-2. プロジェクト開始後 30 カ月目までに、追加パイロットサイトにて、省の森林計画に

沿った土地利用計画と、生計向上計画がプロジェクト関係者及び住民の間で合意され

る。 
1-3. プロジェクトの終了時までに両立するアプローチが選定される。 

 
指標 1-1. プロジェクト開始後 6 カ月目までに、当初のパイロットサイトにて、省の森

林計画に沿った土地利用計画と、生計向上計画がプロジェクト関係者及び住民の間で合

意される（達成度：比較的高い） 
ディエンビエン及びディエンビエンドン郡の 6 つのパイロットサイトにおける FMP
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（土地利用計画）及び生計向上計画（Livelihood Development Plans：LDP）がプロジェ

クト開始後 11 カ月目に策定された。ディエンビエンフー市（ターレン・パイロットサ

イト）について、両計画が、3 村落においては 13 カ月目に策定されたが、残り 6 村落に

ついては現在最終の策定段階にある。この遅滞の主要な原因の 1 つは、前述した生計向

上分野における長期派遣専門家の派遣が予定どおり行われなかったためである。 
 
指標 1-2. プロジェクト開始後 30 カ月目までに、追加パイロットサイトにて、省の森林

計画に沿った土地利用計画と、生計向上計画がプロジェクト関係者及び住民の間で合意

される 
中間レビュー時点において、プロジェクト開始から約 30 カ月が経過しているが、こ

の指標に係る特定の活動は実施されていない。これは、中間レビュー時に REDD+パイ

ロットプロジェクトとの統合が検討され、また追加パイロットサイトが選定される予定

であったが、中間レビューの実施時期が当初より 6 カ月遅れたためである。 
 
指標 1-3. プロジェクトの終了時までに両立するアプローチが選定される 

現在、プロジェクトでは、森林管理及び生計向上の両計画を策定し、いくつかの生計

向上オプションを支援するというアプローチを採用している。両立するアプローチの選

定はなされていないものの、アプローチの検証は進められている。 
 
アウトプット 1 の全体的な達成状況：比較的高い 
アウトプット 1 に係る活動の最も顕著な成果としては、7 つのパイロットサイト内の

15 村落における森林管理及び生計向上の両計画の策定である5。指標 1-2 に関連する活

動はまだ開始されていない。指標 1-3 については、活動は開始されたが成果は発現して

いない段階である。したがって、アウトプット 1 全体の達成状況は、「比較的高い」と

判断されるのが適切である。 
 

３－２－２ アウトプット２の実績 
アウトプット2「実施機関（中核機関、支援機関）の、パイロット活動を推進するた

めに必要な技術・制度的キャパシティが向上する」は、以下の3つの指標によりその達

成度が計られることとなっている。 
2-1. 2010 年末までにプロジェクトの実施体制が承認される。 
2-2. トレーニングプログラムの教育内容についての理解度が 80%に達する。 
2-3. 参加者数の 90%が、トレーニングプログラムで習得した内容を日常業務の中で活用す

る。 
 

指標 2-1. 2010 年末までにプロジェクトの実施体制が承認される（達成度：高い） 
 SUSFORM-NOW は、予定より大幅に遅れたが、ベトナム政府により（Decision 
1293/QD-BNN-HTQT）2011 年 6 月 15 日に正式に承認された。そして、同規定に基づき、

2011 年 7 月 8 日にプロジェクト・マネジメント・ユニット（Project Management Unit：

                                            
5 6 村落については、策定の最終段階である。 
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PMU）がディエンビエン省人民委員会により（Decision 663/QD-UBND）正式に設立さ

れた。遅延の主要な理由は、ベトナム側の関連機関内の煩雑かつ長期間にわたる手続き

に起因するものである。 
 

指標 2-2. トレーニングプログラムの教育内容についての理解度が 80%に達する（達成

度：比較的高い） 
プロジェクト開始以来、多数かつ多種にわたるトレーニングプログラムが実施されて

きた（付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 11 参照）。これまで計 12 のコース

に、178 名の実施機関の職員が参加した6。進捗状況報告ワークショップでの C/P の自己

評価によれば、基本的にトレーニングプログラム参加者の能力は向上したが、その理解

度は 80％には達していないことが確認されたとのことである。中間レビュー時の C/P
との面談においても、理解度を定量（数値）的に把握することに努めたが、C/P によれ

ば、その度合いはトレーニングプログラムのテーマや参加者のレベルにより異なるので、

回答が困難とのことであった。例えば、これまで 1 コースのみのトレーニングに参加経

験のある C/P は、その理解度は、面談した C/P の中では最高の 100％であったと回答し

た。一方、2、3 コースに参加したという別の C/P は、理解度の平均が、面談した C/P
の中では最低の 40%から 50%であったと回答した。その結果、面談した C/P の理解度の

平均の概算は、80％弱と目標には達していないと判断された。また、理解度が低い原因

の 1 つとして、C/P の一部は、主に別の業務のため、研修への参加率が低いことが挙げ

られた。プロジェクトの終了に向けて、プロジェクトは、トレーニングプログラム参加

者の理解度の向上のために何らかの方策をとること、また理解度を計る手法を確立する

ことが望まれる。 
 

指標 2-3. 参加者数の 90%が、トレーニングプログラムで習得した内容を日常業務の中

で活用する（達成度：比較的高い） 
前項の「研修内容の理解度」と同様に、進捗状況報告ワークショップでの C/P の自己

評価によれば、トレーニングプログラムで習得した内容を日常業務に活用している C/P
の割合は、90％に達していないとの結果となったと報告されている。また、C/P との面

談時に確認したところでは、ほとんどの参加者が、研修で習得した知識・技術を日常業

務に活用しているとのことだったが、その割合は 90％をやや下回る程度と推定された。

この要因の 1 つとして、近い将来の人事異動の可能性を考慮して、研修課題に関連する

業務に実際には従事していない者が研修員として選定されていることが挙げられてい

る。 
 
アウトプット 2 の全体的な達成状況：比較的高い 
上記の指標 2-2 及び 2-3 で述べたとおり、C/P を含めた実施機関職員の能力向上は、

ある程度達成されたと判断される。質問票のなかでなされた設問「アウトプット 2『実

施機関（中核機関、支援機関）の、パイロット活動を推進するために必要な技術・制度

                                            
6 これまでに実施されたトレーニングプログラムの総数は 43であり、参加者の総数は、実施機関の職員以外（主にパイロット活動

参加者及び村長）を含め 2,430 名である。 
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的キャパシティが向上する』は達成されたと思うか？」に対して、すべての回答者が、

「思う」あるいは「強く思う」と回答し、その平均は、マネジメント・レベルで 4.2、
またフィールド・レベルで 4.8 であった7。この結果は、C/P がトレーニングプログラム

及びオンザジョブ・トレーニング（On the Job Training：OJT）について高く評価してい

ることを示唆するものである。他方の成果として、「パイロット活動実施のための実施

プロセスマニュアル（Implementation Process Manual for the Pilot Activity Implementation）」
がアウトプット 2 に係る活動として 2012 年に策定された。このマニュアルは、越語及

び英語で編纂されたもので、「第 1 部：計画策定及びファシリテーション（Planning and 
facilitation）」及び「第 2 部：選定パイロット活動の実施プロセス（Implementing process of 
selected pilot activities）」の 2 編からなるものである。このマニュアルは、実際に現場で

活用されるなかで、既に数回改定されている。さらに、トレーニングプログラムとは別

に、実施機関の職員を対象とした国内でのスタディツアーが 13 回実施されており、82
名の実施機関の職員が参加した8（付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 12 参

照）。したがって、アウトプット 2 の全体的な達成状況は「比較的高い」と判断される。 
 

３－２－３ アウトプット 3 の実績 
アウトプット3「ディエンビエン省において、パイロット活動における成果の省内普

及戦略が採用される」は、以下の2つの指標によりその達成度が計られることとなって

いる。 
3-1. 2013 年初頭までに、技術ガイドラインがまとめられる。 
3-2. プロジェクトの終了時までに、パイロット活動を通じて選択されたアプローチを普

及するための省の計画が省政府に承認される。 
 

指標 3-1. 2013 年初頭までに、技術ガイドラインがまとめられる（達成度：高い） 
参加型森林管理・生計向上計画のための技術ガイドラインの初版は、2011 年の前半に

作成された。その後、このガイドラインは 2 回改定され、2012 年の終盤に、最終的に「パ

イロット活動実施のための実施プロセスマニュアル（Implementation Process Manual for 
the Pilot Activity Implementation）」の「第 1 部：計画策定及びファシリテーション（Planning 
and facilitation）」の別冊「1：計画コンセプト及びファシリテーションスキル（Planning 
concept and facilitation skills）、2：計画策定（Plan formulation）」として、越語及び英語に

て編纂された。 
 

指標 3-2. プロジェクトの終了時までに、パイロット活動を通じて選択されたアプロー

チを普及するための省の計画が省政府に承認される 
この活動は、中間レビュー前に一度実施される予定となっていた。しかし、プロジェ

クトと JICA 本部との打合せにより、今後、SUSFORM-NOW は省 REDD+アクションプ

ラン（Provincial REDD+ Action Plan：PRAP）に基づいて実施される予定となっているた

                                            
7 評価スケールは、以下の通り：「強く思う = 5」「思う = 4」「どちらでもない = 3」「思わない = 2」「全く思わない = 1」「分からない、

適用なし = 0」。 
8 これまでに実施されたスタディツアーの総数は 16 であり、参加者の総数は、実施機関の職員以外（主にパイロット活動参加者

及び村長）を含め 176 名である。 
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め、この指標が示す省の計画を作成する必要はないと判断され、本活動は取り消しとな

った。 
 
アウトプット 3 の全体的な達成状況：高い 
指標 3-1 については、技術ガイドラインが、最終的に「パイロット活動実施のための

実施プロセスマニュアル」の一部として編纂されたことから、その達成度は「高い」と

みなされる。一方、指標 3-2 に係る活動は、今後の REDD+パイロットプロジェクトと

の統合により、プロジェクトの枠組みが変更されるため取り消しとなった。よって、現

時点でのアウトプット 3 の全体的な達成状況は「高い」と判断するのが妥当である。 
 
３－３ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標は、「他地域に適用可能なアプローチにより、パイロットサイトにお

いて、参加型による森林管理と住民の生計向上が両立する」と設定されており、以下の2
つの指標によりその達成度が計られることとなっている。 

1. プロジェクトの終了時までに、両立可能なアプローチが採用されたパイロットサイト

において、土地利用計画に沿って森林管理が行われる。 
2. プロジェクトの終了時までに、両立可能なアプローチが採用されたパイロットサイト

において、生計向上計画に基づいて活動を実践した参加世帯の現金収入が増加する。

 
指標 1. プロジェクトの終了時までに、両立可能なアプローチが採用されたパイロットサ

イトにおいて、土地利用計画に沿って森林管理が行われる（達成度：比較的高い） 
林業関連活動については、表４に示されるとおり、造林（afforestation：AF）、森林保護

（protecting forest：PF）、天然更新（assisted natural regeneration：ANR）、保育（tending：T）
の 4 種の作業が、2012 年にパイロットサイト活動の参加者により実施された。 
表中のデータは、ほとんどの林業関連活動が FMP（土地利用計画）に準じて実施された

ことを示唆している。Ta Leng パイロットサイトの Ke Nenh 及び Phieng Bua の 2 つの村落に

おいては、計画されていた造林を前倒しで実施したことを特筆すべきである。他方で、現在

のモニタリングシステムでは、森林が実際に保護されたのか、あるいは ANR 天然更新され

たのかを定量的に判断することは極めて困難である。しかし、中間レビューのチームメンバ

ーが Phieng Ban パイロットサイトで現地視察時に観察した限りにおいては、保護の対象の森

林は、劣化あるいは森林資源の過剰な採取の痕跡も見られず、適切に管理されている様子が

うかがえた。すべての活動がほぼ軌道に乗っており、本指標がプロジェクト終了までに達成

されることが見込まれることを勘案すれば、現在の本指標の達成度は「比較的高い」と判断

される。 
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表４ 2012 年の林業関連活動実績 

パイロットサイト

（村落） 
計画 

実績 達成度（%） 
活動種 目標（ha） 

Sai Luong AF 
PF 

ANR 

20.0 
132.9 

30 

0 
保護 
更新 

0 
100 

30 
Phieng Ban AF 

PF 
15 
15 

38.6 
保護 

257 
100 

Tia Ghenh C PF 209 保護 100 
Huoi Mua A T 122.1 パトロールの

み 
? 

Na Phat A ANR 
PF 

30 
61 

0.6 
保護 

2 
100 

Hang Tro B PF 292 保護 100 
Ta Leng （Na Nghe） AF 204.72 14.2 7 
Ta Leng （Ke Nenh） AF （40 in 2013） （24.4） （61） 
Ta Leng （Phieng Bua） AF （23.7 in 

2015） 
（5.4） （23） 

注：Ta Leng パイロットサイトの Ke Nenh 及び Phieng Bua 村落における造林は、
計画の前倒しで実施された。 

 
指標 2. プロジェクトの終了時までに、両立可能なアプローチが採用されたパイロットサ

イトにおいて、生計向上計画に基づいて活動を実践した参加世帯の現金収入が増加する

（達成度：比較的高い） 
これまでに、プロジェクト対象の 9 村落において、11 種の生計向上関連活動が支援され

た〔付属資料 1．合同評価報告書（英文）の Annex 13 参照〕。これらに含まれるのは、牛

の飼育、養豚、魚の養殖、養鶏、バイオガス、家庭菜園、果樹栽培、等高線栽培、改良竈、

モンペワイン製造、箒生産である。 
プロジェクトがこれまでに、各対象村落において FMP 及び生計向上計画を策定し、上

記のすべての活動に対する支援を開始したことは高く評価されるべきことである。通常、

現金収入の創出が確認されるまでには時間を要するが、Phieng Ban 及び Tia Ghenh C のパ

イロットサイトにおいては、中間レビューのチームメンバーの視察時に、豚飼育、野菜栽

培及びモンペワイン製造により既に現金収入が得られたことが確認された。最近になり、

LDC チームにより、現金収入創出を含むインパクト調査が 7 つのパイロットサイトにおい

て開始されたことから、その結果が、本指標に対する達成度をより正確に評価するために

活用されることが可能となる。上記の結果から、現在の本指標の達成度は「比較的高い」

とみなされる。 
 
プロジェクト目標の全体的な達成状況：比較的高い 
ほぼすべての林業関連活動が FMP に沿って実施されていること、また生計向上活動に

より現金収入の創出も始まったことが確認された。SUSFORM-NOW は 5 年間の協力期間

の中途にあるが、上記のプロジェクト目標に対する 2 つの指標の達成状況、並びに 3 つの
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期待されるアウトプットの達成状況から、活動のアプローチ及び実施状況は適切であるこ

とが示唆された。したがって、プロジェクト目標の全体的な達成状況は「比較的高い」と

評価されるのが妥当である。 
 
３－４ 実施プロセスにおける特記事項 

プロジェクトの実施プロセスについて、以下の 3 つの特記事項が挙げられる。 
 

３－４－１ 活動実施工程の修正 
活動工程における最も顕著な変更は、既述の通り、「収入向上（生計向上）」分野の長

期派遣専門家の確保が困難であったことにより引き起こされた。プロジェクトでは、こ

の問題に対し、活動工程の見直し及び活動実施プロセスの変更により対応することとな

った。 
 

３－４－２ モニタリング及び意思疎通の仕組み（システム） 
SUSFORM-NOW の現場レベルでのモニタリングは、主にレポーティング・システム

により行われている。対象村落の村長は、プロジェクトとの間で合意されたフォーマッ

トに基づき、月例報告書を作成することが義務づけられている。また、普及員は、家畜

飼育活動及び非家畜飼育活動（林業関連活動含む）別のモニタリングのために、毎週／

隔週／毎月、パイロットサイトを訪問することとなっている。これらのモニタリングに

関する報告書は、コミューンを経由して、市／郡レベルに送付される決まりとなってい

る。また、市／郡レベルの C/P は、その報告書をレビューした後、プロジェクト・オフ

ィスへ転送し、そこですべての C/P 及び JICA 専門家と共有されるという仕組みとなっ

ている。一方で、これまでいくつかの大学からボランティアが派遣され、主にパイロッ

ト活動の参加者の内発的発展に関するモニタリングを行ってきた。 
また、別のモニタリングシステムとして、JCC 会議に加え、月例ワーキング・グルー

プ会合及び半年毎に行われる進捗状況報告ワークショップが、情報共有、活動進捗確認、

関連事項の討議等を目的として継続して行われてきた。これらの会合は、すべての C/P、
JICA 専門家及びプロジェクト・スタッフが参加するため、プロジェクト活動の成果や

実施プロセスといった全体的なモニタリングのための主要な機会ともなっている。 
関連事務所間の意思疎通の仕組みについては、円滑化及び迅速化を図るため、2 つの

郡事務所9にスキャナーを供与することにより、改善がなされた。 
 

３－４－３ プロジェクト活動の情報及び成果の整理・分類 
プロジェクトでは、これまでに報告書やマニュアルを含む多数の技術資料が作成され

てきた。その総数はこれまでに 12110にのぼり、すべてがハード及びソフト形式にて適

切に整理・保管されている。この作業は、プロジェクトの目的を達成する一助となるこ

                                            
9 ディエンビエン市事務所は、プロジェクト事務所から近距離に位置するという理由により、スキャナーは供与されていない。 
10 総数は、プロジェクトにより作成されたすべての資料であり、異なる言語（越語、英語、日本語）で作成された同じ内容の文書

を含むものである。 
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とが期待される。 
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第４章 評価結果 

 
４－１ 妥当性 

要約：妥当性は「高い」と判断される。SUSFORM-NOW の内容は、ベトナムの国家開発

政策及びわが国のベトナムに対する ODA 政策にも合致している。また、政策的及び経済

的な観点から、ターゲット・グループのニーズにも適切に対応したものとなっている。 
 

４－１－１ ベトナムの開発計画及び林業政策との適合性 
SUSFORM-NOW の上位目標及びプロジェクト目標は、ベトナムの国家計画である社

会経済開発戦略（Socio-Economic Development Strategy：SEDS 2011-2020）や社会経済開

発計画（Socio-Economic Development Plan：SEDP 2011-2015）に合致したものである。

SEDS は、持続的開発の観点から環境保護・改善を含むいくつかの重要事項に重点を置

いたものとなっている。さらに、主要な目的の 1 つとして、環境的な開発に係る指標と

して、2020 年までに森林被覆率を 45％に引き上げること、また気候変動への積極的か

つ効果的な対応が明記されている。 
林業セクターにおいては、2007 年に策定された「ベトナム林業開発戦略（Vietnam 

Forestry Development Strategy）2006-2020」が最も重要な政策である。同戦略には、①管

理、保護、資源活用の統合／調和、②経済成長、貧困削減、環境保護への顕著な貢献、

③持続的管理、利用、開発、④林業活動の社会化及び森林保護・開発のための投資資源

の誘致、の 4 つの開発視点が明記されている。現在のプロジェクトの活動は、上記の 4
つの視点に直接的に関連したものとなっている。「森林保護・開発計画（Forest Protection 
and Development Plan）2011-202011」は、既存の森林を保護し、ANR 及び AF により林地

を増大すること、また地域コミュニティの生計を向上することを目的としている。一方、

森林環境サービスに対する支払い（Payment for Forest Ecosystem Services：PFES）12は、

森林保護へのファンドを集め、地元の森林所有者に分配するシステムであり、全国的な

実施が開始されたところである。林業セクターにおける非国家予算による重要な資金源

となることが期待されている。 
以上から、SUSFORM-NOW はベトナムの開発計画及び林業政策に合致したものであ

ると評価することができる。 
 

４－１－２ ベトナムに対するわが国の ODA 政策との整合性 
SUSFORM-NOW の上位目標及びプロジェクト目標は、わが国の ODA 政策に合致して

いる。ODA 大綱によれば、「地球温暖化及び環境問題」を含む地球規模の課題に取り組

むことは、優先分野の 1 つである。一方で、2012 年に策定された対ベトナムの国別援助

方針には、①成長と競争力強化、②脆弱性への対応、③ガバナンス強化、の 3 つの優先

分野が明示されている。SUSFORM-NOW は、自然環境及び気候変動等の脅威への対応

を支援すると明記された「脆弱性への対応」分野について、直接的に関連している。ま

                                            
11 首相令（Prime Minister Decision）No. 57/ Q-TTg. 
12 法令（Government Decree） No. 99 / 2010/ ND-CP. 
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た、農村開発への支援は、貧困削減のためになされることも示唆されている。したがっ

て、SUSFORM-NOW は、ベトナムに対するわが国の ODA 政策に合致したものであると

判断される。 
 
４－１－３ ターゲット・グループのニーズへの適合性 

SUSFORM-NOW のターゲット・グループは、PDM により、実施機関職員及びパイロ

ットサイトのグループメンバーと規定されている。「３－１－２ ベトナム側の投入、

（1） C/P の任命」で述べたとおり、多様なレベルかつ分野の関係機関が SUSFORM-NOW
に関与している。これらの関連機関の政策には、意識向上及び生計向上による参加型森

林管理を通じた林業開発が含まれている。質問票による調査においても、プロジェクト

目標とニーズの間の妥当性について、すべての回答者が、「強く思う」ないしは「思う」

と回答している。パイロット活動への参加者については、C/P との面談においても、プ

ロジェクトの活動が進むにつれ、参加者及び非参加者によるニーズの高まりがみられる

という声が聞かれたことからも、プロジェクト目標及びアプローチは、地域のニーズに

合致したものであることがうかがえる。したがって、SUSFORM-NOW は異なるターゲ

ット・グループのニーズに十分に対応したものとなっているといえる。 
 

４－１－４ プロジェクト周辺の環境の変化 
プロジェクト開始以降、木材加工工場がプロジェクト対象地域近郊に造成されたこと

を除き、その他の自然条件、社会経済条件、政策的条件等に顕著な変化はみられない。

木材加工工場は、ディエンビエン郡（Nua Ngam コミューン）及びトゥアンザオ（Tuan 
Giao）郡にそれぞれ 1 カ所づつ造成され、最近になって操業が開始されたものであり、

原材料となる木材や竹の需要が急増している。これらの工場（会社）は、地域住民によ

る植林を支援するために、苗木を配布し、植林などの技術指導を行っているといわれて

いる。このため、パイロット活動の参加者、特に Nua Ngam コミューン内の Sai Luong
パイロットサイトの住民は植林に対してより熱心になったと伝えられている。この変化

は、パイロット活動の参加者は勿論、それ以外の地域住民の森林管理に対する意識が更

に向上することが期待されるなど、プロジェクトにとっては好ましいものである。 
 
４－２ 有効性 

要約：有効性は「比較的高い」と考えられる。プロジェクト目標は、プロジェクト期間終

了までに高いレベルで達成されることが見込まれる。定期的な会合及びワークショップが

有効性を高めることに貢献している。「収入向上（生計向上）」分野の長期派遣専門家の確

保が困難であったことは、プロジェクト管理上の阻害要因となった。 
 

４－２－１ プロジェクト目標の達成見込み 
プロジェクト目標は、「他地域に適用可能なアプローチにより、パイロットサイトに

おいて、参加型による森林管理と住民の生計向上が両立する」と設定されている。「３

－３  プロジェクト目標の達成度」でも触れたとおり、パイロットサイト内の森林は、

現在適切に管理されており、現金収入創出のいくつかの事例も確認されている。参加型
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による森林管理と生計向上という 2つのコンポーネントの連関を検証する手法／アプロ

ーチについての技術的な問題が残ってはいるが、プロジェクトのアプローチの意義・重

要性は関係者により高く評価されていることからも、プロジェクト目標は、プロジェク

ト協力期間終了までに高いレベルで達成されることが見込まれる。 
 

４－２－２ 有効性に係る促進・阻害要因 
プロジェクトのアウトプットの達成に関する最も顕著な促進要因は、プロジェクト管

理及び意思疎通の仕組みにあるといえる。「３－４ 実施プロセスにおける特記事項」

において指摘したとおり、プロジェクトでは、月例ワーキング・グループ会合及び進捗

状況報告ワークショップが、プロジェクト活動の成果や実施プロセス等の全体的なモニ

タリングのために継続して行われている。意思疎通の仕組みについては、2 つの郡事務

所にスキャナーを供与することなどにより、改善がなされた。 
一方で、阻害要因の 1 つとなったのが、「３－１－１ 日本側の投入」で述べた「収

入向上（生計向上）」分野の長期派遣専門家の派遣が叶わなかったことである。また、

別の阻害要因としては、ベトナム側によるローカルコストの支出が遅れたこと、またそ

の額が低いレベルに留まっていることである。現在、JICA 側が暫定的に C/P 及びその

他の実施機関の職員が現場で活動する際の日当、宿泊、交通費を肩代わりしている状況

である。 
 

４－２－３ アウトプットからプロジェクト目標に至るまでの外部条件の変化や影響 
PDM では、プロジェクト目標を達成するための外部条件として、①住民の森林管理

への参加が制約を受けるほどに、政府の森林政策が大きく変更されない、②大規模な自

然災害が発生しない、③経済条件が大きく変動しない、④パイロットサイトの内部並び

に周辺の人口が急激に変化しない、の 4 つが設定されている。現在のところ、これらの

外部条件に対する顕著な変化は生じていない。 
 

４－３ 効率性 

要約：効率性は「比較的高い」と判断される。日本側からの投入は、「収入向上（生計向

上）」分野の長期派遣専門家の派遣以外は、ほぼ計画通りに行われた。ベトナム側からの

投入は、C/P 予算の手当の遅れ及び支出額の不足が効率的な活動実施の妨げとなった。一

方、定例会議等の実施は、効率的なプロジェクト管理に貢献する要因となった。他の JICA
プロジェクト及び機関との連携は効率性を向上させるものとして期待される。 
 

４－３－１ 投入 
日本側からの投入として、専門家派遣、機材供与、現地業務費負担、研修員受入につ

いて、「収入向上（生計向上）」分野の長期専門家の派遣及び車両の調達以外は、ほぼ計

画どおり行われた。「３－１－１ 日本側の投入」で既述のとおり、「収入向上（生計向

上）」分野の長期専門家のポストは、LDC により置き換えられ、その結果として、柔軟

な人材の配置が可能となった。プロジェクトでは、プロジェクト開始後早期に 2 台の車

両（四輪駆動車及びミニバス）を調達し、北西部山岳地域農村開発プロジェクト
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（Northwest Region Rural Development Project in Vietnam：NORRD）が調達する車両 2 台

と合わせて、共同で使用する予定であった。しかし、実際の調達は、プロジェクト開始

の 9 カ月後となり、また NORRD の車両の調達が更に遅れたため、一時期公用車両が使

用できない状態であった。SUSFORM-NOW の車両調達の遅延は、ベトナム側による A4
フォームの JICA への提出の遅れなど手続きに時間を要したこと、またベトナム国内に

車両の在庫がなかったため、日本から輸送する必要があったことが主な要因である。 
一方、ベトナム側からの投入については、C/P の任命はほぼ計画どおり行われた。し

かしながら、「３－１－２ ベトナム側の投入」で述べたとおり、ローカル予算の低い

支出率（支出予定総額の 14％）は、プロジェクト実施に対して負の影響を与えたといわ

ざるを得ない。このような状況に対処するため、プロジェクトでは、本来は先方政府側

が負担すべき費用を JICA 側の予算にて肩代わりする措置をとっている。これらの費用

は、C/P を含む実施機関の職員の日当、宿泊費、交通費、またプロジェクト車両の燃料

費・洗車費等であり、2012 年だけで、少なくとも 2 億 3,800 万ベトナムドンに上る額と

なっている。 
 

４－３－２ 効率性に係る促進・阻害要因 
JICA 専門家の派遣については、効率性に係る促進及び阻害の両方の要因が存在する。

「収入向上（生計向上）」分野の長期専門家が確保できなかったことは、効率性の観点

から明らかに活動実施の阻害要因であった。しかし、最終的に同分野の長期専門家の代

わりとなった現在のLDCチームの派遣は、長期あるいは短期専門家の派遣と比較して、

主に業務工程の面で柔軟な対応が可能であることから、効率的であると考えられる。 
他方、効率性に係る阻害要因としては、前項で述べたベトナム側による低いレベルの

ローカル予算支出が最も顕著なものである。 
 

４－３－３ プロジェクトの運営・管理の適切性 
「４－２ 有効性」で既述のとおり、月例ワーキング・グループ会合及び進捗状況報

告ワークショップは、有効性に係る促進要因の 1 つであるが、同時に、プロジェクト運

営・管理の観点から、プロジェクト関係者の時間と労力を節約する効果もあり、効率性

に係る促進要因でもあると考えられる。さらには、JCC 会合がこれまでに 2010 年 11 月

と 2011 年 12 月の 2 回、実施されている。第 2 回の JCC 会合においては、ディエンビエ

ン REDD+パイロットプロジェクトとの統合問題等の重要事項が協議されるなど、JCC
は適正に機能していると判断される。 

 
４－３－４ 他の JICA 案件との連携や援助機関等の協力による成果 

本項の「４－３－１ 投入」でも触れたとおり、現在 4 台の車両が NORRD と共同で

活用されている。調達が大幅に遅れたにもかかわらず、現在、すべての車両は両プロジ

ェクトにより効率的に使用され、また適正に管理されている。 
また、前項で述べたとおり、SUSFORM-NOW とディエンビエン REDD+パイロットプ

ロジェクトとの統合が中間レビュー後に予定されている。これまでに、両プロジェクト

の間で、統合に向けた調整のための打合せ等が頻繁に行われる一方、SUSFORM-NOW
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にて開発された技術マニュアルがディエンビエン REDD+パイロットプロジェクトと共

有されるなど連携が進められてきた。 
さらに、REDD+分野での協力の可能性を探るため住友林業との協議が断続的に実施さ

れてきており、その結果、ディエンビエン REDD+パイロットプロジェクトのパイロッ

トサイト内に位置する 2 つの対象村落が、住友林業が支援するプロジェクトのパイロッ

トサイトとして選定されることがほぼ確実な情勢となっている。 
 

４－３－５ 活動からアウトプットに至るまでの外部条件の変化や影響 
PDM 上では、活動からアウトプットに至る外部条件として、①林地に関する政府の

政策が大きく変更されず、土地利用計画が予定とおり作成される、②トレーニングプロ

グラムの参加者がプロジェクトに継続して関与する、の 2 つが示されている。1 つ目の

条件は、これまでにプロジェクトに負の影響を与えるような林業関連政策に変更はなか

ったことから、満たされたと判断される。2 つ目については、トレーニングプログラム

の対象である当初の C/P のうち、3 名が C/P から外れることとなった〔うち 2 名は通常

の異動により別の職場に配置換え、1 名（PMU の副ダイレクター）は定年退職〕。これ

は、プロジェクトにとって、さほど深刻な影響を及ぼすには至らなかったため、この外

部条件もほぼ満たされたと考えられる。 
 
４－４ インパクト 

要約：インパクトは「比較的高い」。参加型による森林管理及び生計向上の普及にあたっ

ては、好ましい環境が整っているため、仮に必要な資金が確保されるならば、プロジェク

ト終了後 3 年から 5 年の間に上位目標は達成されると思われる。パイロット活動参加者の

意識の向上において、特に顕著な正のインパクトの発現がみられる。負のインパクトは確

認されていない。 
 

４－４－１ 上位目標達成の見込み 
SUSFORM-NOW の上位目標は、「ディエンビエン省内のパイロットサイトに類似した

条件地において、参加型による森林管理と住民の生計向上の両立が進む」と規定されて

いる。本中間レビューの質問票調査、面談及び現場視察を通じて、現在のプロジェクト

の活動に対する強いニーズがあることが明らかとなり、また、C/P 自身もプロジェクト

のアプローチに強い関心を寄せていることも確認された。したがって、仮にプロジェク

トが終了期間までに期待される結果を出すことができれば、その成果の普及にあたって

は好ましい環境が整っているということができる。唯一の制約要因は資金であるが、数

名の C/P が面談において述べたとおり、省、郡、コミューン等の地方政府が予算を配分

することが期待される13。この取組みを促進するためにも、アウトプット 3「ディエン

ビエン省において、パイロット活動における成果の省内普及戦略が採用される」がプロ

ジェクトにより適切に達成されることが望まれる。 
 

                                            
13 これは、PDM で規定されている外部条件の 1 つでもある。 
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４－４－２ プロジェクト実施の効果及び予期しない影響 
SUSFORM-NOW はちょうど中間点に達したばかりであることから、成果、特に正の

インパクトを期待するのは時期尚早ではある。しかし、プロジェクトの関係者によると、

いくつかの明白な正のインパクトの発現がみられる。例えば、非パイロット活動参加者

によるパイロット活動の導入として、養豚、養鶏、野菜栽培、バイオガス利用等が開始

されたことは顕著な事例である。また、別の事例として、Phieng Ban パイロットサイト

においては、養豚のインタレストグループのメンバー数が、当初の 34 から 47 に増加し

たこと、更にメンバーが雌豚を次の世帯に回す期間を短縮するためにリボルビングファ

ンドの額を増額したことも確認されている。これらの事例は、コミュニティ内の意識の

向上と同時に、将来のプロジェクト活動の普及の可能性も示すものである。また、毎月

発行される LDC ニュースは、パイロット活動参加者に良い影響を与えていることも示

唆された。 
なお、これまでに、明確な負のインパクトは確認されていない。 

 
４－５ 持続性 

要約：持続性は「中庸」と判断される。政策的な持続性は、非常に高い。組織体制的な持

続性は、プロジェクトの終了に向けて高まると思われる。技術的側面からは、関係者によ

り習得された技術や知識が維持されると見込まれる。財政的には、地方政府等により資金

が投入されることにより改善されることが望まれる。 
 

４－５－１ 政策的持続性 
プロジェクト目標及び上位目標に関連する参加型森林管理及び生計向上等の国家政

策は、プロジェクトにとって非常に好ましい状況であり、当面の間、顕著な変更はなさ

れないと思われる。むしろ、省を直接的に支援／動機づけするようないくつかの新しい

政策が策定された。例えば、省内の Da 川及びその他の流域内の森林を保護することに

より、PFES から省が受益する可能性は高い。「森林保護・開発計画 2011-2020」は、ANR
及び新規植栽を通じた劣化林の復旧、また地域コミュニティの生計向上を目的としてい

る。国家 REDD+アクションプログラム（National REDD+ Action Programme：NRAP）14は

2012 年に承認され、ディエンビエン省は JICA の REDD+パイロットプロジェクトと連

携して、パイロット省の 1 つとなることを目指している。 
 

４－５－２ 組織体制的持続性 
プロジェクトでは、省レベル（DARD）からコミューンレベルに至るまでの既存の運

営・管理システムの強化に取り組んできた。組織体制的な能力に係るプロジェクト関係

者の意識は、プロジェクトの終了に向けて高まっていくことが見込まれるため、このシ

ステムは持続していくと予測される。また、DARD の指導者達は、C/P 機関とパイロッ

ト活動の参加者、また省・郡とコミューンの普及員との関係を保持することにより組織

体制的な持続性を確保したいという考えを持っていることも確認された。 

                                            
14 首相令（Prime Minister Decision）No. 799/ QD-TTg. 
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他方、現場レベルでは、現在、パイロットサイトの各村落において、村落管理委員会

（Village Management Board）が形成されつつあることから、組織体制的な持続性は高い

と判断される。 
 

４－５－３ 技術的持続性 
プロジェクト開始以降、研修、スタディツアー、OJT 等を通じてプロジェクト関係者

の能力向上を図るために、多大な努力が払われてきた。本報告書の「３－２－２ アウ

トプット 2 の実績」で述べたとおり、質問票調査の結果から、すべての回答者が、実施

機関の技術的及び組織体制的な能力は強化されたと感じているということが判明した。

この傾向は、プロジェクトの終了に向けて、更に強まって行くことが期待される。した

がって、習得された技術や知識は、プロジェクト終了後も関係者により維持されると判

断される。しかし、技術の普及にあたっては、アウトプット 3（ディエンビエン省にお

いて、パイロット活動における成果の省内普及戦略が採用される）がプロジェクトによ

り適切に達成されることが必須である。 
一方、パイロットサイトレベルでの技術的持続性は、非パイロット活動参加者への技

術普及の事例にみられる通り、高いと判断される。 
JICA により供与された機材は、現在のところ、各事務所により適切に使用・管理さ

れていることが確認され、今後もこの傾向は継続されるものと思われる。このことは、

質問票調査の結果からも裏づけられることである。 
 

４－５－４ 財政的持続性 
「３－１－２ ベトナム側の投入」及び「４－３ 効率性」で述べたとおり、現在の

プロジェクトの財政的状況は、主にベトナム側からの限られた投入のため、非常に厳し

い状況である。この件は、しばしば活動実施を阻害する要因の 1 つとなっている。財政

的な状況は、プロジェクトの開始時と比較して、改善されつつあるが、一段の努力がベ

トナム側によりなされる必要がある。プロジェクトの目に見える成果が、予算支出に係

る状況の改善を促進することに貢献し、更にこれがプロジェクト終了後に、プロジェク

トの成果を維持し、プロジェクトの上位目標の達成に向けて、他地域への普及       

につながることが期待される。 
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第５章 結論 

 
いくつかの阻害要因にもかかわらず、予定されていた活動がほとんどすべて PDM 及び

PO に沿っておおむね順調に実施されてきた。アウトプットの一部には、7 つのパイロット

サイト内の 15 村落での FMP 及び生計向上計画の策定、実施機関職員の能力向上、「パイ

ロット活動実施のための実施プロセスマニュアル（Implementation Process Manual for the 
Pilot Activity Implementation）」など、既に達成されたもの、あるいは達成されつつあるも

のもある。これらのアウトプット及び活動の結果として、パイロットサイト内での参加型

森林管理及び生計向上が向上しつつあることが、今回の中間レビューの結果、明らかとな

った。したがって、2015 年 8 月のプロジェクトの協力期間の終了までに、プロジェクト目

標は達成されると判断される。 
一方、評価 5 項目による評価の観点からは、妥当性、有効性、効率性、インパクトの 4

項目については、「高い」、あるいは「比較的高い」という良好な結果が得られた。最も低

い評価となった「持続性」を担保するためには、特に関係機関のオーナーシップを高める

こと、またベトナム側の予算措置を含めた出口戦略の検討を行うことが、プロジェクトに

とって極めて重要である。 
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第６章 提言 

 
６－１ プロジェクトに対する提言 

６－１－１ 活動オプションの再考 
現在、プロジェクトにより、特に生計向上分野において多くの活動が支援されている。

しかしながら、活動のいくつかは、森林保護、あるいは持続的森林管理との明確な連関

がみられない。したがって、それぞれの活動の利点及び欠点を特定するために、すべて

の活動をいくつかの基準に基づいて整理することが重要である。この措置は、追加パイ

ロットサイトでの活動を選定することにも役立つこととなる。 
 

６－１－２ モニタリングシステムの改善 
SUSFORM-NOW では、これまでに活動やその他の事柄をモニタリングするためのい

くつかのシステム、あるいは手法が用いられてきた。既述のとおり、モニタリングボラ

ンティアが、主にパイロット活動参加者の内発的発展を観察するために各パイロットサ

イトに配置されてきたが、このシステムは適切、あるいは効率的に機能していないこと

が指摘されていることから、このやり方は中止し、別の手法の導入を検討することが提

言される。また、森林管理に係るモニタリングシステム／手法も、特に林況の変化に関

する定量的及び定性的なデータ／情報を収集できるよう再考されることが望まれる。 
 

６－１－３ 活動実施アプローチの改善 
現在の活動の計画策定及び実施のアプローチは、限られた数の地域住民に対して集中

的に支援を行い、森林管理及び生計向上モデルの開発を行うものである。プロジェクト

後半では、プロジェクト活動をより多くの地域住民に普及するために、現行のプロジェ

クトの仕組みを更に効率的にするよう改良する必要がある。1 つのオプションとして、

技術研修に参加する機会を、パイロットサイト内の希望するすべての地域住民に与える

ことが検討されるべきである。 
 

６－１－４ 成功事例の収集・整理及び普及・啓もう 
多くのパイロットサイトにおいて、森林管理及び生計向上に係る優れた実践事例とし

て、例えば、森林保護に関する厳格な規則の制定、豚の回転資金（リボルビングファン

ド）の森林巡視への活用等が確認されている。これらの優れた実践事例及びプロジェク

トによる正のインパクトを収集・整理し、また他地域への普及のあり方について検討す

ることが提言される。 
 

６－１－５ 技術資料の共有 
「３－４ 実施プロセスにおける特記事項」で既述のとおり、プロジェクトではこれ

までに 121 もの技術資料が作成されてきた。これらの資料を、種類、重要性、ニーズ別

等に分類し、例えばウェブサイトを通じて他機関等と共有することが検討されるべきで

ある。 
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６－１－６ PDM の修正 
SUSFORM-NOW は、ディエンビエン REDD+パイロットプロジェクトとの統合が予定

されていることから、PDM が修正されることが必要である。修正案は、付属資料 1．合

同評価報告書（英文）の Annex 14 に示されるとおりである。 
 

６－２ ベトナム側に対する提言 

６－２－１ C/P 予算の支出 
ベトナム側による C/P 予算の支出の遅れ及び不足が、プロジェクト活動の実施上、負

の影響を与えてきたことは否めない。更なる予算が、ディエンビエン省人民委員会から

DARD へ配分されることを提言する。 
 

６－２－２ 実施機関の関与及び意識の向上 
プロジェクト実施期間中、実施機関のプロジェクトへの関与の度合いは高まってきた

と評価される。しかし、重要な会議等への参加率が低位に留まるなど、まだ関与の度合

いが低いと思われる場合がある。したがって、プロジェクト運営・管理における実施機

関の役割を再考し、プロジェクト活動を更に促進し、また、高いレベルの持続性を確保

するためにオーナーシップを高める努力が求められる。一案として、フルタイムの C/P
数名をプロジェクト・オフィスに配置することが推奨される。 

 
６－２－３ 職務環境改善への支援 

職務環境を改善し、プロジェクト活動を更に支援するために、ベトナム側は、オフィ

スのスペースを増やし、DARD 内の会議室及び運転手を優先的に使用できるよう便宜を

図ることが求められる。この措置により、特にディエンビエン REDD+パイロットプロ

ジェクトと統合後に、プロジェクトがより多くの業務を遂行できる環境作りに寄与する

と期待される。 
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第７章 PDM･PO の修正 

 
中間レビュー調査結果を踏まえ、REDD+パイロットプロジェクトの成果を

SUSFORM-NOW に統合させる目的で PDM・PO の修正をベトナム側と実施した。 
 
７－１ REDD+パイロットプロジェクト概要 

REDD+パイロットプロジェクトは、ディエンビエン省における省 REDD+アクションプ

ランの策定を通じて、ディエンビエン省がNRAPに沿ってREDD+を実施するための技術、

制度を強化することを目的とする。 
省 REDD+アクションプランは NRAP 及びそれに準じて定められる各種実施方針に即し

て作成する必要があり、REDD+に関連する諸政策とも関連することから、これらの状況と

進展を十分に把握・理解し、PRAP の作成に適切に反映させることが重要となる。 
具体的な活動としては、開発調査「ベトナム気候変動対策の森林分野における潜在的適

地選定調査」の成果の 1 つであるディエンビエン省 REDD+基本計画案の改訂、パイロッ

トエリアの選定、パイロットエリアにおける実施計画（アクションプラン）、省 MRV シス

テムの開発、BDS オプションの開発、等を実施中である。また、これら活動から得られる

知見・教訓は、国家レベルの政策・制度構築へとフィードバックし、ベトナム国の REDD+
政策実施に寄与することを想定している。 
 REDD+パイロットプロジェクトは 2013 年 9 月まで実施予定であるが、SUSFORM-NOW
の中間レビュー調査に合わせて成果を SUSFORM-NOW に統合する旨、ベトナム側と

REDD+パイロットプロジェクト詳細計画策定調査時（2011 年 10 月）に M/M で合意して

いた。このことから、本統合に伴う PDM・PO の修正をベトナム側と行った。 
 
７－２ PDM･PO 修正に係る特記事項 

７－２－１ 省 REDD+制度の構築 
REDD+パイロットプロジェクトは他ドナーに先行して省レベル REDD+制度構築を進

めており、その活動は中央政府及び他ドナーにも注目されている。また、プロジェクト

から得られる教訓・知見は同国における省 REDD+制度のモデルとなることが期待され

る。 
統合後のプロジェクトにおいては、従来の SUSFORM-NOW のアプローチを考慮しつ

つ、省 REDD+制度の構築を重要な成果として設定した。 
 

７－２－２ SUSFORM-NOW の手法等15の REDD+活動への活用 
REDD+の実施にあたっては村落レベルでの REDD+活動実施計画を策定するが、例え

ば、SUSFORM-NOW で実施検証している参加型森林管理・生計向上活動を組み込んだ

村落開発計画の策定手法等、SUSFORM-NOW がこれまで培った内容を今後も継続検証

するとともに REDD+活動の実施に活用することが求められる。 

                                            
15 SUSFORM-NOW で実施検証した参加型森林管理・生計向上活動に係る手法等 
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これらを効果的に実施するため、パイロットサイトを、①当初パイロットサイト（プ

ロジェクト開始当初に選定した 7 サイト）、②追加パイロットサイト（REDD+パイロッ

トプロジェクトにて選定した 2 サイト）と区分した。各サイトの目的は以下のとおりで

ある。 
    当初パイロットサイト：村落開発計画の策定実施など SUSFORM-NOW が実施し

ている活動の継続的なノウハウ蓄積、及び追加パイロッ

トサイトへのノウハウ提供 
    追加パイロットサイト：REDD+アクションプラン（REDD+ Action Plan：RAP）

の策定・実施 
 

 
図２ パイロットサイト図 

 
７－３ PDM の修正 

 ベトナム側との協議を通じて表５のとおり PDM を修正した（下線部分が主な変更点。

指標等は付属資料を参照）。 
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表５ PDM 変更内容 

変更前 変更後 
上位目標： 
ディエンビエン省内のパイロットサイトに

類似した条件地において、参加型による森

林管理と住民の生計向上が両立する。 

上位目標： 
ディエンビエン省内の追加パイロットサイト

に類似した条件地において、省 REDD＋アク

ションプランの実施を通じて、参加型による

森林管理と生計向上が進む。 
プロジェクト目標： 
他地域に適用可能なアプローチにより、パ

イロットサイトにおいて、参加型による森

林管理と住民の生計向上が両立する。 

プロジェクト目標： 
省 REDD+アクションプランの実施を通じて、

参加型による森林管理と住民の生計向上が進

む。 
プロジェクト成果： 
1. 土地利用計画と生計向上計画が両立す

るアプローチが検証される。 
2. 実施機関（中核機関、支援機関）の、パ

イロット活動を推進するために必要な技

術・制度的キャパシティが向上する。 
3. ディエンビエン省において、パイロット

活動における成果の省内普及戦略が採用

される。 

プロジェクト成果： 
1. 追加パイロットサイトにおける REDD＋

アクションプランの有効性・実現可能性

が検証される。 
2. 実施機関（中核機関、支援機関）の省

REDD+アクションプラン実施のために必

要な技術・制度的能力が強化される。 
3. ディエンビエン省において、省 REDD+実

施のために必要な計画と技術資料が作成

される。 
活動： 
1-1. パイロットサイトを選定する。 
1-2. 選定されたパイロットサイトにおい

て社会経済調査を通じて、土地利用と

土地利用権（Land Use Right）の現状を

明確化し、ステークホルダーの合意を

得る。 
1-3. パイロット活動の計画と導入に向け

て住民の参加を促す。 
1-4. 各パイロットサイトにおいて参加型

森林管理と生計向上計画（i.e. 土地利

用計画と生計向上計画）を策定する。

活動： 
1-1.パイロットサイトを選定する16。 
1-2.社会経済調査を実施する17。 
1-3.土地利用と森林の使用権の現状を明確化

し、利害関係者の合意を得る18。 
1-4.コンサルテーション会合を通じて、パイ

ロット活動の導入と形成に向けて住民の

参加を促す19。 
1-5.当初パイロットサイトにおいて参加型森

林管理計画と生計向上計画を策定する。 
1-6.当初パイロットサイトにおいて参加型森

林管理計画と生計向上計画を実施する。 

                                            
16「パイロットサイト」は、次のとおり区分する。（1） 当初パイロットサイト（プロジェクト開始当初に選定した 7
サイト）、（2） 追加パイロットサイト（REDD+パイロットプロジェクトにて選定したサイト）。追加パイロットサイ

トは、2 コミューン（Muong Muon, Muong Phang）を選定。 
17社会経済調査に関しては当初パイロットサイトでは実施済である。追加パイロットサイトに関しては、今後、実施予

定。 
18当初パイロットサイトに関しては実施済である。追加パイロットサイトに関しては、今後、実施予定。 
19 コンサルテーションに関しては当初パイロットサイトに関しては実施済である。追加パイロットサイトに関しては、

今後、実施予定。 
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1-5. パイロットサイトにおいて活動 1-4 で

作成した計画の実施を促進する。 
1-6. パイロット活動の進捗をモニタリン

グする。 
1-7. パイロット活動の結果を評価・分析

し、教訓を共有する。 
 
 
 
 
 
2-1. 実施機関の役割を特定し、実施体制と

活動計画を策定する。 
2-2. 実施機関によるパイロット活動の実

施を支援する（OJT 方式）。 
2-3. 実施機関スタッフを対象とした技術

研修を実施する（非 OJT 方式）。 
2-4. 実施体制の有効性を評価し、改善に向

けた提言を行う。 
 
 
 
3-1. 参加型森林管理と住民生計向上計画

についての既存の技術資料をレビュー

する。 
3-2. 同様の活動実施に利用可能な既存の

政府資金ならびにその他の外部資金を

レビューする。 
3-3. 既存の技術資料（活動 3-1）、利用可能

な資金情報（活動 3-2）、パイロット活

動を通じて得られたノウハウを整理統

合して、技術ガイドラインを編纂する。

3-4. ディエンビエン省内用に、パイロット

活動の成果普及のための省計画を作成

する。 
3-5. 中央政府ならびに関連機関に提言を

1-7.各追加パイロットサイトにおいてREDD+
アクションプランを策定する。 

1-8.各追加パイロットサイトにおいてREDD+
アクションプランを実施する。 

1-9.パイロット活動の進捗をモニタリングす

る20。 
1-10.パイロット活動の結果を評価・分析す

る。 
1-11.パイロット活動の教訓を利害関係者と

共有する。 
 
2-1.実施機関の役割を特定し、省 REDD+アク

ションプランの実施体制と年間活動計画

を策定する。 
2-2.実施機関による省REDD+アクションプラ

ンの実施を支援する。 
2-3.実施機関スタッフを対象に省REDD+アク

ションプラン実施のための技術研修を実

施する。 
2-4.実施体制の有効性及び実施機関の能力を

評価し、改善に向けた提言を行う。 
 
3-1.参加型による森林管理と住民生計向上に

ついての既存の技術資料をレビューする。

3-2.省REDD+アクションプランの実施に利用

可能な既存の政府資金ならびにその他の

外部資金をレビューする。 
3-3.既存の技術資料（活動 3.1）、利用可能な

資金情報（活動 3.2）、パイロット活動を通

じて得られたノウハウを整理統合して、技

術ガイドラインを編纂する。 
3-4.省 REDD＋アクションプランを実施し、

ディエンビエン省における REDD+パイロ

ット活動の成果をレビューする。 
3-5.必要に応じ省REDD+アクションプランを

改訂する。 

                                            
20 パイロット活動とは、当初パイロットサイトと追加パイロットサイトのおのおのの計画の中で実施される活動を指

す。 
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提出する。 3-6.提言を取りまとめ、中央政府並びに他の

関連機関に提出する。 
 
７－４ PO の修正 

 PDM の修正に伴い、PO の修正を行った（内容は付属資料を参照）。 
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第８章 団長所感 

 
８－１ 森林管理と生計向上が両立するアプローチ仮説・オプションの有効性 

 SUSFORM-NOW 設計当初、プロジェクト前半で検証する仮説を「オンファームトライ

アル（On-Farm Trial）と NTFP の採取・栽培が可能な林地の分与をセットにし、農林産物

の市場アクセス開発によって代替現金収入を確保するアプローチが持続可能な森林管理

推進には効果的である」と設定していた。また、仮説検証のためのオプションとして以下

3 点を設定していた。 
 

(1) 省内主要都市をターゲットにした生産物販売を通じた所得向上による森林管理の促

進 
(2) 既存の幹線網の活用による産業用原材料の販売を通じた所得向上による森林管理の

促進 
(3) 一般世帯に対する植栽済みの生産林分与と一体化した産業用商品原材料の契約栽培

を通じた所得向上による森林管理の促進 
 

 プロジェクトでは主にオプション(1)及び(3)に沿った生計向上活動を実施した。家畜（豚）

飼育のリボルビングファンドに貯まった資金を新規家畜購入や森林パトロール資金に活

用している事例等から、所得向上を通じて森林管理促進を行うアプローチ仮説の一定の有

効性が認められる。一方、各世帯の所得向上及び森林管理促進に係る定量的なデータは更

なる取得が必要である。 
 プロジェクト後半では、パイロットエリアの森林面積変化や各世帯の所得水準変化を定

量的なデータから把握し、所得向上と森林管理促進との間の因果関係を明らかにしていく

必要があるが、今後 SUSFORM-NOW では REDD＋推進のため森林面積変化の定量的なモ

ニタリング等を実施する予定であることからその部分の強化が期待される。 
 

８－２ NRAP の促進への貢献 

ベトナム国政府は、REDD+の実施促進のため首相令によりNRAPを昨年発令した。NRAP
では Phased Approach を採用し、2012 年から 2020 年の間にベトナム国政府及び関係者によ

って取られるべき必要なステップを示している。そのステップのなかで省 REDD+制度構

築のために最低 8 省がパイロット省として指定されることとなっているが（公式な指定ス

ケジュール等は未定）、ディエンビエン省はベトナムにおいて省 REDD+制度構築に取り組

む最初の省であり、ベトナム政府もディエンビエン省を重要なパイロット省候補の 1 つと

して認識している。 
本調査では、VNFOREST 等との間で SUSFORM-NOW が同省における PRAP の実施を通

して NRAP の促進に貢献することを改めて確認し、ベトナム側がディエンビエン省をパイ

ロット省の 1 つとして正式に指定することを検討することを M/M に記載した。それによ

り SUSFORM-NOW から得られる教訓・知見は、同国における省 REDD+制度のモデルとな

ることが期待される。 
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８－３ 中央政府機関（VNFOREST）の巻き込み強化 

NRAP への貢献を視野に、プロジェクトを円滑かつ効果的に進めていくためには実施体

制の強化が必要である。その中で、特に、科学技術協力局（Department of Science, Technology 
and International Cooperation：DOSTIC）とベトナム REDD+オフィス（Vietnam REDD+ 
Office：VRO）を含めた VNFOREST の巻き込みは不可欠である。このため、M/M APPENDIX 
4（図３）のとおりプロジェクト実施体制を整えること、また DOSTIC と VRO のスタッフ

を VNFOREST のフォーカルポイントとして SUSFORM-NOW に配置することを M/M で合

意した。加えて、VNFOREST を JCC の共同議長として任命することを VNFOREST と JCC
に要請した。JCC では承認されたものの、VNFOREST では内部調整に引き続き時間を要す

る予定である。なお、SUSFORM-NOW の成果等を NRAP 推進に確実につなげていくため

には、これらの枠組みに留まらず、恒常的に DOSTIC、VRO を含めた VNFOREST と意思

疎通及び意見交換を図っていく必要がある。 

 
図３ M/M APPENDIX 4: PROJECT IMPLEMENTATION STRUCTURE 

 
８－４ 「気候変動対策の森林分野における潜在的適地選定調査（開発調査）」によって

得られたデータの有効活用 

VNFOREST と森林調査計画研究所（Forest Inventory and Planning Institute, Ministry of 
Agriculture and Rural Development：FIPI）との協力で、2009 年 9 月から 2012 年 3 月の間に

実施された「気候変動対策の森林分野における潜在的適地選定調査（開発調査）」では、
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REDD+含め広くベトナムの森林分野に有用なさまざまなデータが開発された（時系列森林

変化図、AR-CDM 地図、国家森林インベントリーの電子データなど）。これらの成果は、

これまで気候変動枠組み条約関連会議などで紹介され、国際的にも高く評価されている。

2012 年 6 月に開催された VNFOREST、FIPI、フィンランド大使館、森林セクター管理情

報システム開発プロジェクト（Development of Management Information System in Forestry 
Sector：FORMIS）、JICA 間の会議では、これらの有用なデータは FORMIS のポータルサイ

トなどをとおして関係者にアクセス可能なものにするとして同意されたが、まだその措置

がなされていないことから、VNFOREST に対し早急に対応するよう要請した。 
 

８－５ 執務環境の改善 

今後の円滑なプロジェクト実施に向けては、C/P 予算の支出増額と専任の C/P の配置、

適切なオフィススペース、運転手の確保等ベトナム側が取るべき措置が多々あることから、

それらに関しても M/M で確認した。 
 

８－６ 今後のベトナムの森林・自然環境分野に対する支援について 

これまで本分野に対するわが国の支援は、技術協力、無償、有償を効果的に組み合わせ

て行ってきているところである。そのなかで、他ドナー等は REDD+支援の強化、またベ

トナムから大量の木材・木製品を輸入している先進国は森林法執行・ガバナンス・貿易

（Forest Law Enforcement, Governance, and Trade：FLEGT）関連支援など、それぞれスコー

プを絞った特徴ある支援を展開している感がある。そのようななか、わが国の本分野に対

する支援についても、今後は、より戦略的に焦点を絞った効果的かつ効率的な展開を図っ

ていく必要がある。このため、今回の調査においては、現在実施中の 2 プロジェクトを統

合し REDD+推進を図っていく方向性を明確にしたところである。またプロジェクト実施

に当たっては、ディエンビエン省で REDD+のフィジビリティ・スタディ（Feasibility Study：
FS）事業を計画している日本の民間企業（住友林業）との連携も予定されており、官民連

携の具体的な事例となることが期待される。REDD+についてはベトナムに限らず各国でド

ナー間の競争ともいえるような状況にあり、他ドナーとどのように具体的な連携を進めて

いくかが大きな課題となっている。その観点では、これまでの JICA プロジェクト成果の

共有をそれら関係者間で促進していくことや、また今後の案件形成に当たっては、連携を

視野にプロジェクトデザインを行うなどの工夫も必要である。 
 ベトナムは、これまでの政府の努力、国際社会の支援等により森林面積が増加傾向にあ

る稀な途上国であり、また、他の途上国に先駆けて PFES を制度化するなど、森林セクタ

ーでは極めて意欲的な取り組みが進められている。一方で、例えばベトナムは中国に次ぐ

家具生産・輸出国（日本は米国に次ぐ輸入国）であるものの、その原材料の 8 割を輸入に

頼っているなど、さまざまな課題を抱えている21。このような状況から、本セクターにお

いては今後も高い支援ニーズが存在するところであるが、わが国の支援を検討するに当た

っては、（再度繰り返しになるが）、より戦略的に焦点を絞った効果的かつ効率的な展開を

図っていくことが重要である。 

                                            
21 http://www.jofca.or.jp/_files/publication/A20.pdf 

－ 35 －



 

 

付 属 資 料 

 
1. 合同評価報告書（英文） 

2. 協議議事録（M/M) 

 
 



－ 39 －

付属資料１



－ 40 －



－ 41 －

付属資料１



－ 42 －



－ 43 －

付属資料１



－ 44 －



－ 45 －

付属資料１



－ 46 －



－ 47 －

付属資料１



－ 48 －



－ 49 －

付属資料１



－ 50 －



－ 51 －

付属資料１



－ 52 －



－ 53 －

付属資料１



－ 54 －



－ 55 －

付属資料１



－ 56 －



－ 57 －

付属資料１



－ 58 －



－ 59 －

付属資料１



－ 60 －



－ 61 －

付属資料１



－ 62 －



－ 63 －

付属資料１



－ 64 －



－ 65 －

付属資料１



－ 66 －



－ 67 －

付属資料１



－ 68 －



－ 69 －

付属資料１



－ 70 －



－ 71 －

付属資料１



－ 72 －



－ 73 －

付属資料１



－ 74 －



－ 75 －

付属資料１



－ 76 －



－ 77 －

付属資料１





－ 79 －

付属資料１



－ 80 －



－ 81 －

付属資料１



－ 82 －



－ 83 －

付属資料１



－ 84 －



－ 85 －

付属資料１



－ 86 －



－ 87 －

付属資料１



－ 88 －



－ 89 －

付属資料１



－ 90 －



－ 91 －

付属資料１



－ 92 －



－ 93 －

付属資料１



－ 94 －



－ 95 －

付属資料１



－ 96 －



－ 97 －

付属資料１



－ 98 －



－ 99 －

付属資料１



－ 100 －



－ 101 －

付属資料１



－ 102 －



－ 103 －

付属資料１





－ 105 －

付属資料２



－ 107 －

付属資料２



－ 108 －



－ 109 －

付属資料２



－ 110 －



－ 111 －

付属資料２



－ 112 －



－ 113 －

付属資料２



－ 114 －



－ 115 －

付属資料２



－ 116 －



－ 117 －

付属資料２



－ 118 －



ベ
ト
ナ
ム
国
北
西
部
水
源
地
域
に
お
け
る
持
続
可
能
な
森
林
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
レ
ビ
ュ
ー
調
査
報
告
書

平
成
26
年
2
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

ベトナム国

北西部水源地域における

持続可能な森林管理プロジェクト

中間レビュー調査報告書

平成26年 2月

（2014 年）

独立行政法人国際協力機構

地球環境部

環境

ＪＲ

14-030


	表紙
	目次
	地図
	写真
	略 語 表
	評価調査結果要約表
	第１章 中間レビュー調査の概要
	第２章 中間レビューの方法
	第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス
	第４章 評価結果
	第５章 結論
	第６章 提言
	第７章 PDM･PO の修正
	第８章 団長所感
	付属資料
	1. 合同評価報告書（英文）
	2. 協議議事録（M/M)


